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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
薬剤を収容する凸部を有するＰＴＰシートを包装する紙製の包装体であって、
上面部、底面部及び側面部と、前記上面部の裏側に設けられ、前記ＰＴＰシートの支持面
を提供する内側上面部と、を有する包装体本体と、
前記包装体本体の前記上面部に設けられ、前記包装体本体内の前記ＰＴＰシートの前記凸
部を露出させる第１の開口と、
前記ＰＴＰシートの前記凸部に対応する位置の前記内側上面部に設けられた第２の開口と
、
前記包装体本体の前記側面部及び前記底面部のいずれかに設けられた前記薬剤の取出口と
、
前記第１の開口から前記ＰＴＰシートの前記凸部が露出する位置に前記ＰＴＰシートを固
定する固定機構と、
前記包装体本体の前記内側上面部と前記底面部との間に設けられた梁部と、を備え、
前記梁部は、連続的に配置された第１の内壁部、第２の連結部、第２の内壁部を含み、
前記第２の連結部は、前記内側上面部に固定されることを特徴とするＰＴＰシート用包装
体。
【請求項２】
前記梁部は、前記第１の内壁部に連続的に配置された第１の連結部を備え、
前記第１の連結部は、前記底面部に固定されることを特徴とする請求項１に記載のＰＴＰ
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シート用包装体。
【請求項３】
前記梁部は、前記薬剤を前記取出口まで誘導するガイド部材である、ことを特徴とする請
求項２に記載のＰＴＰシート用包装体。
【請求項４】
前記固定機構は、前記上面部と前記内側上面部との間に設けられる、ことを特徴とする請
求項１乃至３の何れか一に記載のＰＴＰシート用包装体。
【請求項５】
前記固定機構は、前記ＰＴＰシートを固定する固定片、粘着層、シール又はスリットを含
む、ことを特徴とする請求項１乃至３の何れか一に記載のＰＴＰシート用包装体。
【請求項６】
前記内側上面部及び前記固定片は、前記包装体本体と共に一枚の紙材を折り曲げた構成で
ある、ことを特徴とする請求項５に記載のＰＴＰシート用包装体。
【請求項７】
前記梁部は、前記包装体本体と共に一枚の紙材を折り曲げた構成である、ことを特徴とす
る請求項２に記載のＰＴＰシート用包装体。
【請求項８】
前記第２の開口は、前記凸部と概略等しい平面形状を有する、ことを特徴とする請求項１
乃至７の何れか一に記載のＰＴＰシート用包装体。
【請求項９】
前記薬剤に関する情報が前記包装体本体の前記上面部に印刷されている、ことを特徴とす
る請求項１乃至８の何れか一項に記載のＰＴＰシート用包装体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、錠剤やカプセル等の薬剤を包装したＰＴＰ（Press Through Pack）シートを収
容する包装体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
錠剤やカプセルなどの薬剤を入れる包装材としてＰＴＰシートが多用されている。ＰＴＰ
シートは、薬剤を収容する複数の凸部が形成された合成樹脂シートと、この合成樹脂シー
トの裏面に貼り付けられて凸部の内側の収容空間を密封するアルミ箔とで構成される。Ｐ
ＴＰシートにより、薬剤の吸湿、紫外線などによる変質、破損などを防ぐことができる。
【０００３】
ＰＴＰシート内の薬剤は、ＰＴＰシートの凸部に押圧力を加えて押し潰すことにより取り
出すことができるが、誤飲等の安全上の問題が懸念される場合や服薬周期・回数などが通
常とは異なる薬剤については、多種多様な使用上の注意、服薬履歴、症状のメモ等の各種
情報を確実に患者、医師、薬剤師、その他消費者等に伝達するためにＰＴＰシートをさら
に別の包装体により二次包装することがある。
【０００４】
例えば、そのような包装体として、特許文献１には、ＰＴＰシートをパッキングするカー
ド型包装体が記載されている。このカード型包装体は、錠剤等が収容されたＰＴＰシート
が服用上の留意事項を記載したカード型包装材によって封止されてなり、当該カード型包
装材は一対の厚紙によって構成され、この一対の厚紙の間にＰＴＰシートを封止してなる
ものである。
【０００５】
また、特許文献２には、一枚のブランクシートから一体的に打ち抜かれた包装材形成片か
ら成り、側面と覆い片は表面どうしが重ねられるようにＺ形に折り曲げられるＰＴＰ用包
装体が記載されている。このＰＴＰ用包装体は、透孔以外の表面に任意の文字や絵柄が印
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刷された第１表示部が設けられ、覆い片には任意の文字や絵柄が印刷された第２表示部が
設けられている。
【０００６】
特許文献３には、２週間に１回以下の頻度で服用するように処方される薬剤が収納された
薬剤収納部を有するＰＴＰシートを保持するトレーと、トレーを収容しトレーに対してス
ライドする外函を備えた包装体が記載されている。この包装体の薬剤収納部には、一回に
服用される薬剤が収納されている。
【０００７】
一方、ＰＴＰシートに収容された収容物を簡便な操作のもとに確実に取り出し、簡素化さ
れた収容ケースを実現するため、例えば特許文献４には、ＰＴＰ包装シートの射出成形さ
れた収納ケースが記載されている。
【０００８】
また、特許文献５には、表面に凹部が形成された本体ケース部と、本体ケース部の表面に
対向してＰＴＰシートを挟持可能な保持蓋シート部が透明熱可塑性樹脂のシートから一体
成形されたＰＴＰシート用包装体が記載されている。このＰＴＰシート用包装体は、本体
ケース部の側面に、凹部に連通し凹部に押し出した薬剤を取り出すための開口が形成され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特許第３１７２６７９号公報
【特許文献２】特開２０１４－５０５５号公報
【特許文献３】特許第４９６１４９９号公報
【特許文献４】特開２０１４－１４８３２５号公報
【特許文献５】特開２０１５－１００５８６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
近年、例えば骨粗しょう症の治療薬等では、月に１回しか服用しない薬剤が提供されてい
る。しかしながら、そのような薬剤が処方される患者の多くは高齢者であるため、たった
１錠の薬剤が最小単位の小さなＰＴＰシートに収容された状態で患者に処方された場合、
薬剤を紛失してしまったり、あるいはＰＴＰシートをまるごと誤飲してしまったりするお
それがある。また月に１回しか服用しない薬剤を指定の日に確実に服用してもらうことも
非常に難しく、服用を忘れる患者が後を絶たない。さらに、ＰＴＰシート内の薬剤を服用
する際に薬剤と一緒にＰＴＰシートの裏面を覆うアルミ箔を誤飲してしまう事故も増加し
ており、その対策が急務である。
【００１１】
本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、ＰＴＰシート内の薬剤の取り扱
いが簡単で薬の飲み忘れを防止することもでき、アルミ箔の誤飲も防止することが可能な
ＰＴＰシート用包装体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明の一実施形態によると、薬剤を収容する凸部を有するＰＴＰシートを包装する紙製
の包装体であって、上面部、底面部及び側面部と、前記上面部の裏側に設けられ、前記Ｐ
ＴＰシートの支持面を提供する内側上面部と、を有する包装体本体と、前記包装体本体の
前記上面部に設けられ、前記包装体本体内の前記ＰＴＰシートの前記凸部を露出させる第
１の開口と、前記ＰＴＰシートの前記凸部に対応する位置の前記内側上面部に設けられた
第２の開口と、前記包装体本体の前記側面部及び前記底面部のいずれかに設けられた前記
薬剤の取出口と、前記第１の開口から前記ＰＴＰシートの前記凸部が露出する位置に前記
ＰＴＰシートを固定する固定機構と、を備えることを特徴とするＰＴＰシート用包装体が
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提供される。
【００１３】
前記ＰＴＰシート用包装体において、前記包装体本体の前記内側上面部と前記底面部との
間に設けられた梁部をさらに備えてもよい。
【００１４】
前記ＰＴＰシート用包装体において、前記梁部は、前記薬剤を前記取出口まで誘導するガ
イド部材であってもよい。
【００１５】
前記ＰＴＰシート用包装体において、前記上面部と前記内側上面部との間に設けられても
よい。
【００１６】
前記ＰＴＰシート用包装体において、前記固定機構は、前記ＰＴＰシートを固定する固定
片、粘着層、シール又はスリットを含んでもよい。
【００１７】
前記ＰＴＰシート用包装体において、前記内側上面部及び前記固定片は、前記包装体本体
と共に一枚の紙材を折り曲げた構成であってもよい。
【００１８】
前記ＰＴＰシート用包装体において、前記梁部は、前記包装体本体と共に一枚の紙材を折
り曲げた構成であってもよい。
【００１９】
前記ＰＴＰシート用包装体において、前記第２の開口は、前記凸部と概略等しい平面形状
を有してもよい。
【００２０】
前記ＰＴＰシート用包装体において、前記薬剤に関する情報が前記包装体本体の前記上面
部に印刷されていてもよい。
【発明の効果】
【００２１】
本発明によれば、ＰＴＰシート内の錠剤又はカプセルの取り扱いが簡単で薬の飲み忘れを
防止することもでき、アルミ箔等の金属箔の誤飲も防止することが可能なＰＴＰシート用
包装体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態に係るＰＴＰシート用包装体１の構成を示す略斜視図である
。
【図２】図１のＰＴＰシート用包装体１の一部展開図である。
【図３】図１のＰＴＰシート用包装体１の完全な展開図である。
【図４】包装体本体１０の内部構造を示す一部破断図であり、特に第１の側面部１０Ｃ、
内側上面部１０Ｇの大部分及び固定片１０Ｊを削除して示すものである。
【図５】図４の包装体本体１０の内部構造を示す略断面図であり、（ａ）は図１のＹ1－
Ｙ1線に沿った断面図、（ｂ）は図１のＹ2－Ｙ2線に沿った断面図をそれぞれ示している
。
【図６】ＰＴＰシート１１から薬剤を取り出す状態を示す側面断面図である。
【図７】本発明の一実施形態に係るＰＴＰシート用包装体２の構成を示す略斜視図である
。
【図８】本発明の一実施形態に係るＰＴＰシート用包装体３の構成を示す図であって、特
に包装体本体１０の内部構造を透過的に示す略斜視図である。
【図９】図９（ａ）及び（ｂ）は、図８の包装体本体１０の内部構造を示す略断面図であ
って、（ａ）は図８のＹ1－Ｙ1線に沿った断面図、（ｂ）は図８のＹ2－Ｙ2線に沿った断
面図をそれぞれ示している。
【図１０】図１０は、図９のＰＴＰシート用包装体２の取出口３０の構造を示す略斜視図
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であって、（ａ）は蓋部材を閉じた状態、（ｂ）は蓋部材を開いた状態をそれぞれ示して
いる。
【図１１】図１１は、本発明の一実施形態に係るＰＴＰシート用包装体４の構成を示す図
であって、固定片１０Ｊの変形例を示す略斜視図である。
【図１２】図１２は、本発明の一実施形態に係るＰＴＰシート用包装体４の構成を示す図
であって、粘着層１０Ｊｂを配置した構成を示す略斜視図である。
【図１３】図１３は、本発明の一実施形態に係るＰＴＰシート用包装体４の構成を示す図
であって、シール１０Ｊｃを配置した構成を示す略斜視図である。
【図１４】図１４は、本発明の一実施形態に係るＰＴＰシート用包装体４の構成を示す図
であって、スリット１０Ｊｄを配置した構成を示す略斜視図である。
【図１５】図１４は、本発明の一実施形態に係るＰＴＰシート用包装体４の構成を示す図
であって、スリット１０Ｊｅを配置した構成を示す略斜視図である。
【図１６】図１６は、本発明の一実施形態に係るＰＴＰシート用包装体４の構成を示す図
であって、ＰＴＰシート１１を２つ包装する例を示す略斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
以下、添付図面を参照しながら、本発明に係るＰＴＰシート用包装体について詳細に説明
する。但し、本発明のＰＴＰシート用包装体は、以下に示す実施の形態の記載内容に限定
して解釈されるものではない。なお、本実施の形態で参照する図面において、同一部分又
は同様な機能を有する部分には同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。
【００２４】
（実施形態１）
図１は、本発明の一実施形態に係るＰＴＰシート用包装体１０の構成を示す略斜視図であ
る。
【００２５】
図１示すように、このＰＴＰシート用包装体１は、薬剤９を収容する凸部６ａを有するＰ
ＴＰシート１１を包装する包装体である。本実施形態において、薬剤９は、錠剤又はカプ
セル錠である。ＰＴＰシート用包装体１は、紙製のボックス型の包装体本体１０を備え、
上面部１０Ａ、底面部１０Ｂ及び４つの側面部１０Ｃ、１０Ｄ、１０Ｅ、１０Ｆを有して
いる。包装体本体１０内にＰＴＰシート１１が収容されており、ＰＴＰシート１１内の薬
剤９は包装体本体１０の上面部１０Ａに形成された開口２０から視認可能である。なおＰ
ＴＰシート用包装体１の上下方向は通常の使用状態に基づいて定められる。
【００２６】
ＰＴＰシート用包装体１の形状は、例えば、薄型の直方体であり、上面部１０Ａ及び底面
部１０Ｂの面積は、４つの側面部１０Ｃ～１０Ｆの面積よりも大きくてもよい。包装体本
体１０の第３の側面部１０Ｅ及び第４の側面部１０Ｆは、包装体本体１０の長手方向（Ｘ
方向）と平行であり、第１の側面部１０Ｃ及び第２の側面部１０Ｄは包装体本体１０の長
手方向と直交する方向（Ｙ方向）と平行である。
【００２７】
包装体本体１０は、所定の形状に打ち抜かれた一枚の紙材を折り曲げて立体的に組み立て
ることにより成形されたものである。紙材は厚紙や硬質紙が好ましい。包装体本体１０の
上面部１０Ａには薬剤９に関する各種情報が印刷されていることが好ましく、さらに薬剤
を服用しなければならない日付を患者が記載できることが好ましい。これによれば、指定
の日に服用するように注意を与えて薬の飲み忘れを防止することができる。
【００２８】
包装体本体１０の上面部１０Ａの中央付近には開口２０が設けられている。第１の開口２
０は、包装体本体１０内に固定されたＰＴＰシート１１の凸部６ａと平面視で重なる位置
に設けられており、開口２０から露出するＰＴＰシート１１の凸部６ａを下方に押圧して
薬剤９を包装体本体１０内に押し込むことにより、ＰＴＰシート１１から薬剤９を取り出
すことができる。例えば最小サイズのＰＴＰシート１１から小さな薬剤９を素手で取り出
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す場合には、取り出した薬剤９を捕まえ損ねて床に転がり落ちて紛失するおそれがあるが
、本実施形態においてＰＴＰシート１１から取り出された薬剤９は包装体本体１０で一度
受け止められるので、紛失等の問題を解決することができる。
【００２９】
また、包装体本体１０の第１の側面部１０Ｃには薬剤９の取出口３０が設けられている。
この取出口３０は、ＰＴＰシート１１の凸部６ａを押圧して包装体本体１０内に押し込ま
れた薬剤９を取り出すために設けられている。本実施形態において、取出口３０は第１の
側面部１０Ｃの一部、例えば幅方向（Ｙ方向）の略中央に設けられ、その大きさは薬剤の
大きさを考慮して設定される。こうして、ＰＴＰシート１１から取り出された薬剤９は包
装体本体１０内に落下した後、取出口３０から取り出すことができる。
【００３０】
本実施形態によるＰＴＰシート１１は、例えば、１錠分の薬剤９を包装するだけの最小サ
イズのシートである。そのため、手先が器用でない高齢者にとっては取り扱いが難しく、
たった１錠分のＰＴＰシート１１から薬剤を確実に取り出して受け止めることができず、
薬剤がどこかに転がり落ちて紛失してしまうおそれがある。また、そのような小さなＰＴ
Ｐシート１１自体の保管も難しく、ＰＴＰシート１１が紛失してしまうおそれもある。さ
らには薬剤９を服用する際にＰＴＰシート１１をまるごと飲み込んでしまうおそれもある
。しかし、図１に示すように最小サイズのＰＴＰシート１１がＰＴＰシート用包装体１内
に収容されている場合には上記問題をすべて解決することが可能である。なお、本発明に
係るＰＴＰシート用包装体１が包装するＰＴＰシート１１は、１錠分のみに限定されるも
のではなく、２錠以上であってもよい。
【００３１】
図２は、図１のＰＴＰシート用包装体１の一部展開図である。また、図３は、図１のＰＴ
Ｐシート用包装体１の完全な展開図である。
【００３２】
一実施形態において、ＰＴＰシート用包装体１は、図３及び図４に示すように、所定の形
状に打ち抜かれた一枚の紙材（厚紙）を折り曲げて成形されたものである。例えば、上面
部１０Ａ、底面部１０Ｂ、４つの側面部１０Ｃ、１０Ｄ、１０Ｅ、１０Ｆのみならず、第
１の側面部１０Ｃの挿入片１０Ｃ1、第２の側面部１０Ｄの挿入片１０Ｄ1、第３の側面部
１０Ｅの挿入片１０Ｅ1、後述する内側上面部１０Ｇ、第１及び第２の内側側面部１０Ｈ
、１０Ｉ、固定片１０Ｊ、第１の連結部１０Ｋ、第１の内壁部１０Ｌ、第２の連結部１０
Ｍ、第２の内壁部１０Ｎ、及び第３の連結部１０Ｏなども一枚の紙材によって一体的に形
成される。
【００３３】
上面部１０Ａは開閉可能なカバー部材を構成しており、図示のように上面部１０Ａ及び第
３の側面部１０Ｅを開くと、上面部１０Ａの裏側（内側）に設けられた内側上面部１０Ｇ
と、第３の側面部１０Ｅの裏側（内側）に設けられた第１の内側側面部１０Ｈが露出する
。上面部１０Ａは、上面部１０Ａと第４の側面部１０Ｆとの境界線（折り曲げ線）の位置
、あるいは第４の側面部１０Ｆと底面部１０Ｂとの境界線（折り曲げ線）の位置を基点に
して回動させることができる。第１の内側側面部１０Ｈの下端にはスリットＳＬが形成さ
れており、第３の側面部１０Ｅの下端から延びる挿入片１０Ｅ1をスリットＳＬに差し込
むことにより、上面部１０Ａ及び第３の側面部１０Ｅは図１に示す完成状態で固定される
。
【００３４】
上面部１０Ａの裏側に位置する内側上面部１０Ｇは、ＰＴＰシート１１の支持面としての
役割を果たすものである。なお図２にはＰＴＰシート１１の輪郭だけを破線で示している
。また内側上面部１０Ｇの長手方向（Ｙ方向）の一端側からは、内側上面部１０Ｇ上に置
かれたＰＴＰシート１１を固定するための固定片１０Ｊが延びており、固定片１０Ｊは内
側上面部１０Ｇとの境界の折り曲げ線の位置で折り返されて内側上面部１０Ｇと重なるよ
うに構成されている。なお内側上面部１０Ｇの長手方向の他端側からは第２の側面部１０
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Ｄが延びている。
【００３５】
固定片１０Ｊ及び内側上面部１０Ｇには、図１に示す完成状態において開口２０と平面視
で重なる開口２１、２２がそれぞれ形成されており、開口２０、２１、２２は包装体本体
１０の内部空間と外側とをつなぐ貫通穴を形成している。開口２２は、ＰＴＰシート１１
の凸部６ａに対応する位置の内側上面部１０Ｇに設けられている。ＰＴＰシート１１を包
装体本体１０内に固定する際は、ＰＴＰシート１１の凸部６ａが開口２２と平面視で重な
る位置にＰＴＰシート１１をセットした後、ＰＴＰシート１１の凸部６ａが固定片１０Ｊ
の開口２１から突出するようにＰＴＰシート１１上に固定片１０Ｊを重ね合わせる。その
後、固定片１０Ｊの上に上面部１０Ａを被せてＰＴＰシート１１の凸部６ａが固定片１０
Ｊの開口２１から抜けないようにすることにより、ＰＴＰシート１１は内側上面部１０Ｇ
上に固定される。固定片１０Ｊは包装体本体１０と一体的に設けられたものであり、垂直
方向（Ｚ軸方向）には動くが水平方向（ＸＹ軸方向）には動かないので、固定片１０Ｊの
垂直方向の動きを上面部１０Ａで規制することにより、固定片１０Ｊを接着しなくてもＰ
ＴＰシート１１を固定することができる。
【００３６】
なお、開口２２は、凸部６ａと概略等しい平面形状を有することが好ましい。このような
開口２２を包装体本体１０の内側上面部１０Ｇに配置することにより、内側上面部１０Ｇ
がＰＴＰシート１１の支持面としての十分な役割を果たすとともに、薬剤９がＰＴＰシー
ト１１から開口２２を通して、包装体本体１０の内部空間に取り出される。開口２２が凸
部６ａの平面形状よりも遥かに大きいと、ＰＴＰシート１１を支持する強度が小さくなり
、ＰＴＰシート１１から薬剤９が取り出しにくくなり、好ましくない。
【００３７】
図４は、包装体本体１０の内部構造を示す一部破断図であって、特に第１の側面部１０Ｃ
、内側上面部１０Ｇの大部分及び固定片１０Ｊを削除して示すものである。また図５は、
図４の包装体本体１０の内部構造を示す略断面図であって、（ａ）は図４のＹ1－Ｙ1線に
沿った断面図、（ｂ）は図４のＹ2－Ｙ2線に沿った断面図をそれぞれ示している。
【００３８】
図４及び図５（ａ）、（ｂ）に示すように、包装体本体１０の内部には、紙材の折り曲げ
加工によって形成された第１及び第２の内壁部１０Ｌ、１０Ｎが設けられている。第１の
内壁部１０Ｌ及び第２の内壁部１０Ｎは包装体本体１０の底面部１０Ｂ側から直立した梁
部を構成しており、これにより包装体本体１０の上下方向の強度が高められている。
【００３９】
第１の内壁部１０Ｌ及び第２の内壁部１０Ｎを包装体本体１０の各部と共に一枚の紙材の
折り曲げ加工によって連続的に形成するため、第１及び第２の内壁部１０Ｌ、１０Ｎは、
第１の連結部１０Ｋ、第２の連結部１０Ｍ及び第３の連結部１０Ｏと一体的に形成されて
いる。図１の完成状態において、第１の連結部１０Ｋは底面部１０Ｂ側、第２の連結部１
０Ｍは上面側、第３連結部１０Ｏは底面側にそれぞれ位置している。第１の連結部１０Ｋ
は接着剤ＡＤ1によって底面部１０Ｂに固定されており、第２の連結部１０Ｍは接着剤Ａ
Ｄ2によって内側上面部１０Ｇに固定されており、第３連結部１０Ｏは接着剤ＡＤ3によっ
て第１の連結部１０Ｋの表面に固定されている。
【００４０】
第２の連結部１０Ｍには、完成状態において開口２０、２１、２２と平面視で重なる開口
２３が形成されており、包装体本体１０の内部空間と外側とをつなぐ貫通穴を形成してい
る。したがって、包装体本体１０内に押し込まれた薬剤９は開口２３及び２４を通って包
装体本体１０内に落下することができる。
【００４１】
本実施形態において、第１の内壁部１０Ｌ及び第２の内壁部１０Ｎは包装体本体１０の強
度を確保するためだけでなく、包装体本体１０内に落下した薬剤９を取出口３０まで誘導
するガイド部材としても機能する。図示したように薬剤サイズに比べて包装体のサイズが
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非常に大きい場合には、包装体本体１０内の空間を薬剤９が自在に転がり回り、取出口３
０から中々出てこない場合がある。しかし、第１及び第２の内壁部１０Ｌ、１０Ｎがガイ
ド部材として機能することにより、取出口３０からの薬剤９の取り出しを容易にすること
ができる。
【００４２】
なおガイド部材を兼ねる梁部は図示のような形状及び構造に限定されず、その機能を発揮
できる限りにおいて種々の形状及び構造を採用することができる。したがって、例えば第
１の内壁部１０Ｌだけでガイド部材を兼ねる梁部を構成してもよい。
【００４３】
図５（ａ）及び（ｂ）に示すように、上面部１０Ａと内側上面部１０Ｇとの間には、ＰＴ
Ｐシート１１の高さを考慮して設定された隙間Ｄがあり、この隙間ＤにＰＴＰシート１１
が配置される。また上記のように、ＰＴＰシート１１の凸部６ａは固定片１０Ｊの開口２
１を貫通した状態でセットされている。ＰＴＰシート１１の凸部６ａは固定片１０Ｊの開
口２１に嵌合しており、固定片１０Ｊの上方への動きは上面部１０Ａによって制限されて
いるので、凸部６ａと開口２１との嵌合が維持され、これによりＰＴＰシート１１は図示
の位置に固定される。
【００４４】
図６は、ＰＴＰシート１１から薬剤９を取り出す状態を示す側面断面図である。図５（ｂ
）にも示したように、ＰＴＰシート１１は、薬剤９の収容空間を構成する凸部６ａを有す
る合成樹脂シート６と、合成樹脂シート６の裏面に貼り付けられて凸部６ａ内の薬剤９を
密封するアルミ箔７とで構成されている。薬剤９は凸部６ａの内側の収容空間内に収容さ
れている。図６に示すように、合成樹脂シート６の凸部６ａを押し潰すと凸部６ａ内の薬
剤９がアルミ箔７を破って外側に出てくる。このとき、開口２０に配置されたＰＴＰシー
ト１１から薬剤９が開口２２及び２３から梁部へ落下し、薬剤９をＰＴＰシート１１から
取り出すことができる。
【００４５】
以上の構成を有するＰＴＰシート用包装体１において、ＰＴＰシート１１から薬剤９を取
り出す場合には、ＰＴＰシート１１の凸部６ａを押し潰して薬剤９を包装体本体１０内に
落とし込んだ後、取出口３０が下を向くように包装体本体１０を傾けることで取出口３０
から薬剤９を取り出すことができる。
【００４６】
以上説明したように、本実施形態によるＰＴＰシート用包装体１は、包装体本体１０から
ＰＴＰシート１１を切り離することなく薬剤を取り出すことができるので、たとえ１錠の
薬剤９が最小サイズのＰＴＰシート１１に収容された状態で処方される場合あっても、薬
剤９を紛失してしまったり、あるいはＰＴＰシート１１をまるごと誤飲してしまったりす
るおそれがなく、薬剤を容易に取り扱うことができる。
【００４７】
また、ＰＴＰシート１１から取り出された薬剤９は、包装体本体１０内に落下して一端保
持された後、包装体本体１０内を転がって取出口３０から排出されるので、たとえアルミ
箔７が破れた際にその一部がＰＴＰシート１１から切り離されたとしても、包装体本体１
０内で薬剤９をアルミ箔７から切り離すことができる。したがって、ＰＴＰシート１１内
の薬剤９を服用する際にＰＴＰシート１１から切り離されたアルミ箔７の一部を薬剤９と
一緒に誤飲してしまう事故を未然に防ぐことができる。
【００４８】
（実施形態２）
図７は、本発明の一実施形態に係るＰＴＰシート用包装体２の構成を示す図であり、特に
包装体本体１０の内部構造を透過的に示す略斜視図である。図７に示すように、本実施形
態に係るＰＴＰシート用包装体２の特徴は、包装体本体１０内に設けられる梁部が、側面
部１０Ｄと、側面部１０Ｈ及び側面部１０Ｉとがなす角部から取出口３０へ接続する構成
を有するところである。すなわち、ＰＴＰシート用包装体２は、ＰＴＰシート用包装体１
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のように側面部１０Ｈ及び側面部１０Ｉに平行な梁部を有する構成とは異なる。その他の
構成は実施形態１と同様である。
【００４９】
包装体本体１０の内部には、第１の内壁部１０Ｌａ及び第２の内壁部１０Ｎａが包装体本
体１０の底面部１０Ｂ側から直立した梁部を構成している。第１の内壁部１０Ｌａは、側
面部１０Ｄと側面部１０Ｈとがなす角部から取出口３０へ接続し、第２の内壁部１０Ｎａ
は、側面部１０Ｄと側面部１０Ｉとがなす角部から取出口３０へ接続する構成を有する。
【００５０】
本実施形態においては、梁部が側面部１０Ｈ及び側面部１０Ｉに平行な構造ではないため
、包装体本体１０の上下方向の強度が高められるのみならず、側面部１０Ｈ及び側面部１
０Ｉ方向の強度が高められている。また、梁部はガイド部材としても機能し、取出口３０
からの薬剤９の取り出しを容易にすることができる。
【００５１】
本実施形態に係るＰＴＰシート用包装体２も実施形態１と同様の効果を奏することができ
る。すなわち、包装体本体１０からＰＴＰシート１１を切り離することなく薬剤９を取り
出すことができるので、たとえ１錠の薬剤９が最小サイズのＰＴＰシート１１に収容され
た状態で処方される場合あっても、薬剤９を紛失してしまったり、あるいはＰＴＰシート
１１をまるごと誤飲してしまったりするおそれがなく、薬剤を容易に取り扱うことができ
る。また、ＰＴＰシート１１内の薬剤９を服用する際にＰＴＰシート１１から切り離され
たアルミ箔７の一部を薬剤９と一緒に誤飲してしまう事故を未然に防ぐことができる。
【００５２】
（実施形態３）
図８は、本発明の一実施形態に係るＰＴＰシート用包装体の構成を示す図であり、特に包
装体本体１０の内部構造を透過的に示す略斜視図である。また、図９（ａ）及び（ｂ）は
、図８の包装体本体１０の内部構造を示す略断面図であって、（ａ）は図８のＹ1－Ｙ1線
に沿った断面図、（ｂ）は図８のＹ2－Ｙ2線に沿った断面図をそれぞれ示している。
【００５３】
図８及び図９に示すように実施形態３に係るＰＴＰシート用包装体３の特徴は、包装体本
体１０内に設けられる梁部がガイド部材として機能しない専用の梁部からなる点にある。
また本実施形態においては第１の側面部１０Ｃの全面が薬剤９の取出口を開閉する蓋部材
を構成しており、ガイド部材を設けなくても薬剤９を容易に取り出し可能となっている。
その他の構成は実施形態１と同様である。
【００５４】
包装体本体１０の内部には、紙材の折り曲げ加工によって形成された第１の内壁部１０Ｌ
ｂが設けられている。第１の内壁部１０Ｌｂは包装体本体１０の底面部１０Ｂ側から直立
した梁部を構成しており、これにより包装体本体１０の上下方向の強度が高められている
。
【００５５】
第１の実施の形態と異なり、本実施形態による第１の内壁部１０ＬｂはＹ方向の全幅にわ
たって形成されず、開口２０の位置よりも薬剤の取出口となる第１の側面部１０Ｃとは反
対側の位置に設けられている。したがって、第１の内壁部１０Ｌｂはガイド部材として機
能しない。
【００５６】
第１の内壁部１０Ｌｂを包装体本体１０の各部と共に一枚の紙材の折り曲げ加工によって
連続的に形成するため、第１の内壁部１０Ｌｂは、第１の連結部１０Ｋ及び第２の連結部
１０Ｍｂと一体的に形成されている。図１の完成状態において、第１の連結部１０Ｋｂは
底面部１０Ｂ側、第２の連結部１０Ｍｂは上面側にそれぞれ位置している。第２の内側側
面部１０Ｉは接着剤ＡＤ1によって第４の側面部１０Ｆに固定されており、第２の連結部
１０Ｍｂは接着剤ＡＤ2によって内側上面部１０Ｇに固定されている。
【００５７】
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図１０は、図９のＰＴＰシート用包装体２の取出口３０の構造を示す略斜視図であって、
（ａ）は蓋部材を閉じた状態、（ｂ）は蓋部材を開いた状態をそれぞれ示している。
【００５８】
図１０（ａ）及び（ｂ）に示すように、ＰＴＰシート用包装体２の薬剤の取出口３０は蓋
付きの構造となっており、第１の側面部１０Ｃは取出口３０を開閉可能な蓋部材を構成し
ている。
【００５９】
第１の側面部１０Ｃは、第４の連結部１０Ｐ、第５の連結部１０Ｑ及び固定片１０Ｒと共
に蓋部材を構成しており、第４の連結部１０Ｐ、第５の連結部１０Ｑ及び固定片１０Ｒも
包装体本体１０を構成する一枚の紙材を用いて成形されている。図１０（ａ）に示す蓋部
材を閉じた状態において、第４の連結部１０Ｐは上面付近、第５の連結部１０Ｑは第１の
側面部１０Ｃとの対向位置に配置されており、また固定片１０Ｒは接着剤ＡＤ4によって
底面部１０Ｂに接着固定されている。第５の連結部１０Ｑは第１の側面部１０Ｃと実質同
一の矩形形状を有しており、全体がボックス形状となっている。
【００６０】
図１０（ｂ）に示すように、第１の側面部１０Ｃの上端に形成されたつまみ部１０Ｃ2を
外側に引くと第１の側面部１０Ｃ、第４の連結部１０Ｐ及び第５の連結部１０Ｑからなる
ボックス形状が折り畳まれて第１の側面部１０Ｃが外側に開く。したがって、大きな取出
口３０から包装体本体１０内の薬剤９を容易に取り出すことができる。
【００６１】
以上説明したように、本実施形態によるＰＴＰシート用包装体３も第１の実施の形態と同
様の効果を奏することができる。すなわち、包装体本体１０からＰＴＰシート１１を切り
離することなく薬剤９を取り出すことができるので、たとえ１錠の薬剤９が最小サイズの
ＰＴＰシート１１に収容された状態で処方される場合あっても、薬剤９を紛失してしまっ
たり、あるいはＰＴＰシート１１をまるごと誤飲してしまったりするおそれがなく、薬剤
を容易に取り扱うことができる。また、ＰＴＰシート１１内の薬剤９を服用する際にＰＴ
Ｐシート１１から切り離されたアルミ箔７の一部を薬剤９と一緒に誤飲してしまう事故を
未然に防ぐことができる。
【００６２】
（実施形態４）
上述した実施形態においては、固定機構として、包装体本体１０と一体に切り出した固定
片１０Ｊを用いる例を示した。しかし、本発明に係るＰＴＰシート用包装体に配置する固
定機構は固定片１０Ｊに限定されず、包装体本体１０とは別の紙材を用いた固定片、粘着
層、シール又はスリット等を用いることもできる。
【００６３】
図１１は、本発明の実施形態４に係るＰＴＰシート用包装体４の構成を示す図であり、固
定片１０Ｊの変形例を示す略斜視図である。
【００６４】
図１１に示すように、実施形態４に係るＰＴＰシート用包装体４の特徴は、包装体本体１
０を一体的に成形する一枚の紙材から独立した別の紙材を用いて固定片１０Ｊａを構成し
たものである。この場合、固定片１０Ｊａは内側上面部１０Ｇ上に接着固定される必要が
あり、これによりＰＴＰシート１１も固定される。その他の構成は実施形態１と同一であ
る。したがって、本実施形態も実施形態１と同様の効果を奏することができる。
【００６５】
なお、本実施形態に係る固定片１０Ｊａは実施形態２又は３のＰＴＰシート用包装体にお
いて、固定片１０Ｊに替えて配置することもできる。
【００６６】
（実施形態５）
図１２は、本発明の実施形態５に係るＰＴＰシート用包装体４の構成を示す図であり、固
定機構として粘着層１０Ｊｂを配置した略斜視図である。
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【００６７】
図１２に示すように、実施形態５に係るＰＴＰシート用包装体４の特徴は、固定片１０Ｊ
に替えて粘着層１０Ｊｂを内側上面部１０Ｇ上に配置して構成したものである。この場合
、粘着層１０Ｊｂは内側上面部１０Ｇ上でＰＴＰシート１１も固定する。ここで、薬剤９
が開口２２を通り抜けるために、粘着層１０Ｊｂは開口２２に対応する位置が開口してい
る。なお、粘着層１０Ｊｂを構成する粘着剤には公知の材料を用いることができるため、
詳細な説明は省略する。その他の構成は実施形態１と同一である。したがって、本実施形
態も実施形態１と同様の効果を奏することができる。
【００６８】
なお、本実施形態に係る固定片１０Ｊｂは実施形態２又は３のＰＴＰシート用包装体にお
いて、固定片１０Ｊに替えて配置することもできる。
【００６９】
（実施形態６）
図１３は、本発明の実施形態６に係るＰＴＰシート用包装体４の構成を示す図であり、固
定機構としてシール１０Ｊｃを配置した図である。図１３（ａ）は固定機構としてシール
１０Ｊｃを配置した略斜視図であり、図１３（ｂ）は側面断面図である。
【００７０】
図１３に示すように、実施形態５に係るＰＴＰシート用包装体４の特徴は、固定片１０Ｊ
に替えてシール１０Ｊｃを内側上面部１０Ｇ上に配置してＰＴＰシート１１を固定する構
成としたものである。シール１０Ｊｃは開口２１を有し、ＰＴＰシート１１の凸部６ａが
シール１０Ｊｃの開口２１から突出する。ここで、シール１０Ｊｃの層構造は公知の構造
であってよく、例えば、基材と、基材の内側上面部１０Ｇ側に粘着層を有する。基材には
シールに用いる公知の材料を用いることができ、例えば、紙や樹脂フィルム等が挙げられ
る。粘着層を構成する粘着剤には公知の材料を用いることができるため、詳細な説明は省
略する。その他の構成は実施形態１と同一である。したがって、本実施形態も実施形態１
と同様の効果を奏することができる。
【００７１】
なお、本実施形態に係る固定片１０Ｊｃは実施形態２又は３のＰＴＰシート用包装体にお
いて、固定片１０Ｊに替えて配置することもできる。
【００７２】
（実施形態７）
図１４は、本発明の実施形態７に係るＰＴＰシート用包装体４の構成を示す図であり、固
定機構としてスリット１０Ｊｄを配置した略斜視図である。図１４（ａ）は固定機構とし
てスリット１０Ｊｄを配置した略斜視図であり、図１４（ｂ）はＹ2－Ｙ2線に沿った側面
断面図である。
【００７３】
図１４に示すように、実施形態７に係るＰＴＰシート用包装体４の特徴は、固定片１０Ｊ
に替えてスリット１０Ｊｄを内側上面部１０Ｇ上に配置してＰＴＰシート１１を固定する
構成としたものである。側面部１０Ｈ及び側面部１０Ｉに略平行な２つのスリット１０Ｊ
ｄが内側上面部１０Ｇ上に配置される。これらのスリット１０ＪｄにＰＴＰシート１１を
挟みこむことにより、ＰＴＰシート１１は内側上面部１０Ｇに固定される。その他の構成
は実施形態１と同一である。したがって、本実施形態も実施形態１と同様の効果を奏する
ことができる。
【００７４】
（実施形態８）
図１５は、本発明の実施形態８に係るＰＴＰシート用包装体４の構成を示す図であり、固
定機構としてスリット１０Ｊｅを配置した略斜視図である。図１５（ａ）は固定機構とし
てスリット１０Ｊｅを配置した略斜視図であり、図１５（ｂ）はＹ2－Ｙ2線に沿った側面
断面図である。
【００７５】
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図１５に示すように、実施形態８に係るＰＴＰシート用包装体４の特徴は、スリット１０
Ｊｄに替えて４つのスリット１０Ｊｅを内側上面部１０Ｇ上に配置してＰＴＰシート１１
を固定する構成としたものである。側面部１０Ｈ及び側面部１０Ｉに対して所定の角度（
例えば、３０°～６０°、好ましくは４５°）を有する４つのスリット１０Ｊｅが内側上
面部１０Ｇ上に配置される。これらのスリット１０ＪｅにＰＴＰシート１１を挟みこむこ
とにより、ＰＴＰシート１１は内側上面部１０Ｇに固定される。その他の構成は実施形態
１と同一である。したがって、本実施形態も実施形態１と同様の効果を奏することができ
る。
【００７６】
以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は、上記の実施形態に限定
されることなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能であり、それらも本
発明の範囲内に包含されるものであることはいうまでもない。
【００７７】
（実施形態９）
例えば、上記各実施形態においては、１錠分の薬剤９を包装する最小サイズのＰＴＰシー
ト１１を包装するための包装体を例に挙げたが、本発明はこのような場合に限定されず、
２錠以上の薬剤を包装するＰＴＰ包装体に適用することも可能である。また、上記実施形
態においてはＰＴＰシートで薬剤を包装しているが、カプセルを包装してもよいことは言
うまでもない。また薬剤９の取出口３０は包装体本体１０の側面側のみならず底面側に設
けることも可能である。
【００７８】
図１６は、本発明の実施形態９に係るＰＴＰシート用包装体５の構成を示す略斜視図であ
る。本発明の実施形態９に係るＰＴＰシート用包装体５は、ＰＴＰシート１１を２つ包装
するため、開口２０、２１、２２をそれぞれ２つずつ配置する。なお、図１６には、ＰＴ
Ｐシート１１を２つ包装する例を示したが、本発明に係るＰＴＰシート用包装体はこれに
限定されず、ＰＴＰシート１１を３つ以上包装してもよい。
【００７９】
また、実施形態９に係るＰＴＰシート用包装体は、上述した実施形態２～６のＰＴＰシー
ト用包装体においても適用することができる。また、上述した実施形態７～８のスリット
を内側上面部１０Ｇ上に複数組で配置することにより、同様の構成を実現することができ
る。
【符号の説明】
【００８０】
１、２、３、４、５：ＰＴＰシート用包装体、６：合成樹脂シート、６ａ：凸部、７：ア
ルミ箔、９：薬剤、１０：包装体本体、１０Ａ：包装体本体の上面部、１０Ｂ：包装体本
体の底面部、１０Ｃ：包装体本体の第１の側面部、１０Ｃ1：第１の側面部の挿入片、１
０Ｃ2：第１の側面部のつまみ部、１０Ｄ：包装体本体の第２の側面部、１０Ｄ1：第２の
側面部の挿入片、１０Ｅ：包装体本体の第３の側面部、１０Ｅ1：第３の側面部の挿入片
、１０Ｆ：包装体本体の第４の側面部、１０Ｇ：包装体本体の内側上面部、１０Ｈ：包装
体本体の第１の内側側面部、１０Ｊ：包装体本体の固定片、１０Ｊａ：包装体本体の固定
片、１０Ｊｂ：包装体本体の粘着層、１０Ｊｃ：包装体本体のシール部材、１０Ｊｄ：包
装体本体のスリット、１０Ｊｅ：包装体本体のスリット、１０Ｋ：第１の連結部、１０Ｋ
ｂ：第１の連結部、１０Ｌ：第１の内壁部、１０Ｌａ：第１の内壁部、１０Ｌｂ：第１の
内壁部、１０Ｍ：第２の連結部、１０Ｍｂ：第１の連結部、１０Ｎ：第２の内壁部、１０
Ｎａ：第２の内壁部、１０Ｏ：第３の連結部、１０Ｐ：第４の連結部、１０Ｑ：第５の連
結部、１０Ｒ：固定片、１１：ＰＴＰシート、２０：開口、２１：開口、２２：開口、２
３：開口、３０：取出口、ＡＤ1：接着剤、ＡＤ2：接着剤、ＡＤ3：接着剤、ＡＤ4：接着
剤、Ｄ：隙間、ＳＬ：スリット
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